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資料提出日：2024 年 2 月 9 日 

資料番号  ：KK6 本文-003（比較表） 改 0 

 
 先行審査プラントの記載との比較表（工事の方法） 

島根原子力発電所 第 2号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7号機（D/G HEAF） 

設工認申請書 工事の方法（非常用電源設備）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 6号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 
備考 

    

    

   

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

No 差異理由 
① 基本設計方針検査対象の差異：【島根との差異】6 号機は表 2-6（燃料体の強度又は漏えいに係る検査）で確認できない事項について基本設計方針検査を実施する整理としている。 
② 記載の適正化：「蒸気発生器」は 6 号機には有していないため記載を削除する。 



 

東京電力ホールディングス株式会社 

資料提出日：2024年 2 月 9日 

資料番号  ：KK6本文-003（比較表） 改 0 

先行審査プラントの記載との比較表（工事の方法） 
 

 

1 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機(D/G HEAF)と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 

赤字：島根原子力発電所第 2 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 
本資料のうち枠囲みの内容は，当社の機密事項に属すため，又は他社の機密事項を含む

可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機（D/G HEAF） 

設工認申請書 工事の方法（非常用電源設備）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 
備考 

 

発電用原子炉施設の設置又は変更の工事並びに主要な耐

圧部の溶接部における工事の方法として，原子炉設置（変更）

許可を受けた事項，及び「実用発電用原子炉及びその附属施

設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準」という。）

の要求事項に適合するための設計（基本設計方針及び要目

表）に従い実施する工事の手順と，それら設計や工事の手順

に従い工事が行われたことを確認する使用前事業者検査の

方法を以下に示す。 

これらの工事の手順及び使用前事業者検査の方法は，「設

計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に定めたプロ

セス等に基づいたものとする。 

 

発電用原子炉施設の設置又は変更の工事並びに主要な耐

圧部の溶接部における工事の方法として，原子炉設置（変更）

許可を受けた事項，及び「実用発電用原子炉及びその附属施

設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準」という。）

の要求事項に適合するための設計（基本設計方針及び要目

表）に従い実施する工事の手順と，それら設計や工事の手順

に従い工事が行われたことを確認する使用前事業者検査の

方法を以下に示す。 

これらの工事の手順及び使用前事業者検査の方法は，「設

計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に定めたプロ

セス等に基づいたものとする。 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

1. 工事の手順 1. 工事の手順  

1.1 工事の手順と使用前事業者検査 1.1 工事の手順と使用前事業者検査  

発電用原子炉施設の設置又は変更の工事における工事の

手順を使用前事業者検査との関係を含め図 1－1 に示す。 

 

発電用原子炉施設の設置又は変更の工事における工事の

手順を使用前事業者検査との関係を含め図 1－1 に示す。 

 

・差異なし 

1.2 主要な耐圧部の溶接部に係る工事の手順と使用前事業

者検査 

1.2 主要な耐圧部の溶接部に係る工事の手順と使用前事業

者検査 

 

主要な耐圧部の溶接部に係る工事の手順を使用前事業者

検査との関係を含め図 1－2 に示す。 

 

主要な耐圧部の溶接部に係る工事の手順を使用前事業者

検査との関係を含め図 1－2 に示す。 

 

・差異なし 

1.3 燃料体に係る工事の手順と使用前事業者検査 1.3 燃料体に係る工事の手順と使用前事業者検査  

燃料体に係る工事の手順を使用前事業者検査との関係を

含め図 1－3 に示す。 

 

燃料体に係る工事の手順を使用前事業者検査との関係を

含め図 1－3 に示す。 

 

・差異なし 

2. 使用前事業者検査の方法 2. 使用前事業者検査の方法  

構造，強度及び漏えいを確認するために十分な方法，機能

及び性能を確認するために十分な方法，その他発電用原子炉

施設が設計及び工事の計画に従って施設されたものである

ことを確認するために十分な方法により，使用前事業者検査

を図 1－1，図 1－2 及び図 1－3 のフローに基づき実施する。

構造，強度及び漏えいを確認するために十分な方法，機能

及び性能を確認するために十分な方法，その他発電用原子炉

施設が設計及び工事の計画に従って施設されたものである

ことを確認するために十分な方法により，使用前事業者検査

を図 1－1，図 1－2 及び図 1－3 のフローに基づき実施する。

・差異なし 

 

 

 

 

 

 



 

2 

青字：柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機(D/G HEAF)と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 

赤字：島根原子力発電所第 2 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 本資料のうち枠囲みの内容は，当社の機密事項に属すため，又は他社の機密事項を含む

可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機（D/G HEAF） 

設工認申請書 工事の方法（非常用電源設備）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 
備考 

使用前事業者検査は「設計及び工事に係る品質マネジメント

システム」に記載したプロセスにより，抽出されたものの検

査を実施する。 

また，使用前事業者検査は，検査の時期，対象，方法，検

査体制に加えて，検査の内容と重要度に応じて立会い，抜取

り立会い，記録確認のいずれかとすることを要領書等で定め

実施する。 

 

使用前事業者検査は「設計及び工事に係る品質マネジメント

システム」に記載したプロセスにより，抽出されたものの検

査を実施する。 

また，使用前事業者検査は，検査の時期，対象，方法，検

査体制に加えて，検査の内容と重要度に応じて立会い，抜取

り立会い，記録確認のいずれかとすることを要領書等で定め

実施する。 

 

 

 

 

 

・差異なし 

2.1 構造，強度又は漏えいに係る検査 2.1 構造，強度又は漏えいに係る検査  

2.1.1 構造，強度又は漏えいに係る検査 2.1.1 構造，強度又は漏えいに係る検査  

構造，強度又は漏えいに係る検査ができるようになったと

き，表 2－1 に示す検査を実施する。 

構造，強度又は漏えいに係る検査ができるようになったと

き，表 2－1 に示す検査を実施する。 

 

・差異なし 

表 2－1 構造，強度又は漏えいに係る検査（燃料体を除

く）＊1 

表 2－1 構造，強度又は漏えいに係る検査（燃料体を除

く）＊1 

 

検査項目 検査方法 判定基準 

「設計及び

工事に係る

品質マネジ

メントシス

テム」に記

載したプロ

セ ス に よ

り，当該工

事における

構造，強度

又は漏えい

に係る確認

事項として

次に掲げる

項目の中か

ら抽出され

たもの。 

・材料検査 

材 料 検
査 

使用されている材
料の化学成分，機
械的強度等が工事
計画のとおりであ
ることを確認す
る。 

設工認の
とおりで
あ る こ
と，技術
基準に適
合するも
のである
こと。 

寸 法 検
査 

主要寸法が工事計
画のとおりであ
り，許容寸法内で
あることを確認す
る。 

設工認に
記載され
ている主
要寸法の
計 測 値
が，許容
寸法を満
足するこ
と。 

外 観 検
査 

有害な欠陥がない
ことを確認する。 

健全性に
影響を及
ぼす有害
な欠陥が
な い こ
と。 

組 立 て
及 び 据
付 け 状
態 を 確
認 す る
検査(据

組立て状態並びに
据付け位置及び状
態が工事計画のと
おりであることを
確認する。 

設工認の
とおりに
組立て，
据付けさ
れている
こと。 

検査項目 検査方法 判定基準 

「設計及び

工事に係る

品質マネジ

メントシス

テム」に記

載したプロ

セ ス に よ

り，当該工

事における

構造，強度

又は漏えい

に係る確認

事項として

次に掲げる

項目の中か

ら抽出され

たもの。 

・材料検査 

材 料 検
査 

使用されている材
料の化学成分，機
械的強度等が工事
計画のとおりであ
ることを確認す
る。 

設工認の
とおりで
あ る こ
と，技術
基準に適
合するも
のである
こと。 

寸 法 検
査 

主要寸法が工事計
画のとおりであ
り，許容寸法内で
あることを確認す
る。 

設工認に
記載され
ている主
要寸法の
計 測 値
が，許容
寸法を満
足するこ
と。 

外 観 検
査 

有害な欠陥がない
ことを確認する。 

健全性に
影響を及
ぼす有害
な欠陥が
な い こ
と。 

組 立 て
及 び 据
付 け 状
態 を 確
認 す る
検査(据

組立て状態並びに
据付け位置及び状
態が工事計画のと
おりであることを
確認する。 

設工認の
とおりに
組立て，
据付けさ
れている
こと。 

・差異なし 



 

3 

青字：柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機(D/G HEAF)と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 

赤字：島根原子力発電所第 2 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 本資料のうち枠囲みの内容は，当社の機密事項に属すため，又は他社の機密事項を含む

可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機（D/G HEAF） 

設工認申請書 工事の方法（非常用電源設備）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 
備考 

 

・寸法検査 

・外観検査 

・組立て及

び据付け

状態を確

認する検

査 ( 据 付

検査) 

・状態確認

検査 

・耐圧検査 

・漏えい検

査 

・原子炉格

納施設が

直接設置

される基

盤の状態

を確認す

る検査 

・建物・構築

物の構造

を確認す

る検査 

付検査) 

状 態 確
認検査 

評価条件，手順等
が工事計画のとお
りであることを確
認する。 

設工認の
とおりで
あ る こ
と。 

耐 圧 検
査＊2 

技術基準の規定に
基づく検査圧力で
所定時間保持し，
検査圧力に耐え，
異常のないことを
確認する。耐圧検
査が構造上困難な
部位については，
技術基準の規定に
基づく非破壊検査
等により確認す
る。 

検査圧力
に耐え，
かつ，異
常のない
こと。 

漏 え い
検査＊2 

耐圧検査終了後，
技術基準の規定に
基づく検査圧力に
より漏えいの有無
を確認する。なお，
漏えい検査が構造
上困難な部位につ
いては，技術基準
の規定に基づく非
破壊検査等により
確認する。 

著しい漏
えいのな
いこと。 

原 子 炉
格 納 施
設 が 直
接 設 置
さ れ る
基 盤 の
状 態 を
確 認 す
る検査 

地盤の地質状況
が，原子炉格納施
設の基盤として十
分な強度を有する
ことを確認する。 

設工認の
とおりで
あ る こ
と。 

建物・構
築 物 の
構 造 を
確 認 す
る検査 

主要寸法，組立方
法，据付位置及び
据付状態等が工事
計画のとおり製作
され，組み立てら
れていることを確
認する。 

設工認の
とおりで
あ る こ
と。 

注記＊1：基本設計方針のうち適合性確認対象に対し
て実施可能な検査を含む。 

＊2：耐圧検査及び漏えい検査の方法について， 
表 2－1 によらない場合は，基本設計方針の 
共通項目として定めた「耐圧試験等」の方針 
によるものとする。 

 

注記＊1 ：基本設計方針のうち適合性確認対象に対し
て実施可能な検査を含む。 

＊2 ：耐圧検査及び漏えい検査の方法について， 
表 2－1 によらない場合は，基本設計方針の 
共通項目として定めた「耐圧試験等」の方針 
によるものとする。 

 

・寸法検査 

・外観検査 

・組立て及

び据付け

状態を確

認する検

査 ( 据 付

検査) 

・状態確認

検査 

・耐圧検査 

・漏えい検

査 

・原子炉格

納施設が

直接設置

される基

盤の状態

を確認す

る検査 

・建物・構築

物の構造

を確認す

る検査 

付検査) 

状 態 確
認検査 

評価条件，手順等
が工事計画のとお
りであることを確
認する。 

設工認の
とおりで
あ る こ
と。 

耐 圧 検
査＊2 

技術基準の規定に
基づく検査圧力で
所定時間保持し，
検査圧力に耐え，
異常のないことを
確認する。耐圧検
査が構造上困難な
部位については，
技術基準の規定に
基づく非破壊検査
等により確認す
る。 

検査圧力
に耐え，
かつ，異
常のない
こと。 

漏 え い
検査＊2 

耐圧検査終了後，
技術基準の規定に
基づく検査圧力に
より漏えいの有無
を確認する。なお，
漏えい検査が構造
上困難な部位につ
いては，技術基準
の規定に基づく非
破壊検査等により
確認する。 

著しい漏
えいのな
いこと。 

原 子 炉
格 納 施
設 が 直
接 設 置
さ れ る
基 盤 の
状 態 を
確 認 す
る検査 

地盤の地質状況
が，原子炉格納施
設の基盤として十
分な強度を有する
ことを確認する。 

設工認の
とおりで
あ る こ
と。 

建物・構
築 物 の
構 造 を
確 認 す
る検査 

主要寸法，組立方
法，据付位置及び
据付状態等が工事
計画のとおり製作
され，組み立てら
れていることを確
認する。 

設工認の
とおりで
あ る こ
と。 

  2.1.2 主要な耐圧部の溶接部に係る検査 2.1.2 主要な耐圧部の溶接部に係る検査  



 

4 

青字：柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機(D/G HEAF)と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 

赤字：島根原子力発電所第 2 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 本資料のうち枠囲みの内容は，当社の機密事項に属すため，又は他社の機密事項を含む

可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機（D/G HEAF） 

設工認申請書 工事の方法（非常用電源設備）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 
備考 

主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査は，技術基

準第 17 条第 15 号，第 31 条，第 48 条第 1 項及び第 55 条第

7号，並びに実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈（以下「技術基準解釈」という。）に適

合するよう，以下の(1)及び(2)の工程ごとに検査を実施す

る。 

 

主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査は，技術基

準第 17 条第 15 号，第 31 条，第 48 条第 1 項及び第 55 条第

7 号，並びに実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈（以下「技術基準解釈」という。）に適

合するよう，以下の(1)及び(2)の工程ごとに検査を実施す

る。 

・差異なし 

(1) あらかじめ確認する事項 (1) あらかじめ確認する事項  

次の①及び②については，主要な耐圧部の溶接をしようと

する前に，「日本機械学会 発電用原子力設備規格 溶接規

格（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＢ１-2007）又は（ＪＳＭＥＳ ＮＢ

１-2012/2013）」（以下「溶接規格」という。）第 2 部 溶

接施工法認証標準及び第 3部 溶接士技能認証標準に従い，

表 2－2，表 2－3 に示す検査を行う。その際，以下のいずれ

かに該当する特殊な溶接方法は，その確認事項の条件及び方

法の範囲内で①溶接施工法に関することを確認する。 

 

次の①及び②については，主要な耐圧部の溶接をしようと

する前に，「日本機械学会 発電用原子力設備規格 溶接規

格（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＢ１-2007）又は（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＢ

１-2012/2013）」（以下「溶接規格」という。）第 2 部 溶

接施工法認証標準及び第 3部 溶接士技能認証標準に従い，

表 2－2，表 2－3 に示す検査を行う。その際，以下のいずれ

かに該当する特殊な溶接方法は，その確認事項の条件及び方

法の範囲内で①溶接施工法に関することを確認する。 

 

・差異なし 

・平成 12 年 6 月以前に旧電気工作物の溶接に関する技術基

準を定める省令（昭和 45 年通商産業省令第 81 号）第 2 条

に基づき，通商産業大臣の認可を受けた特殊な溶接方法。 

・平成 12 年 6 月以前に旧電気工作物の溶接に関する技術基

準を定める省令（昭和 45 年通商産業省令第 81 号）第 2 条

に基づき，通商産業大臣の認可を受けた特殊な溶接方法。 

 

・差異なし 

・平成 12 年 7 月以降に，一般社団法人日本溶接協会又は一

般財団法人発電設備技術検査協会による確性試験により

適合性確認を受けた特殊な溶接方法。 

・平成 12 年 7 月以降に，一般社団法人日本溶接協会又は一

般財団法人発電設備技術検査協会による確性試験により

適合性確認を受けた特殊な溶接方法。 

 

・差異なし 

① 溶接施工法に関すること 

② 溶接士の技能に関すること 

① 溶接施工法に関すること 

② 溶接士の技能に関すること 

 

・差異なし 

なお，①又は②について，既に，以下のいずれかにより適

合性が確認されているものは，主要な耐圧部の溶接をしよう

とする前に表 2－2，表 2－3 に示す検査は要さないものとす

る。 

なお，①又は②について，既に，以下のいずれかにより適

合性が確認されているものは，主要な耐圧部の溶接をしよう

とする前に表 2－2，表 2－3 に示す検査は要さないものとす

る。 

 

・差異なし 

① 溶接施工法に関すること ① 溶接施工法に関すること ・差異なし 



 

5 

青字：柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機(D/G HEAF)と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 

赤字：島根原子力発電所第 2 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 本資料のうち枠囲みの内容は，当社の機密事項に属すため，又は他社の機密事項を含む

可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機（D/G HEAF） 

設工認申請書 工事の方法（非常用電源設備）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 
備考 

・平成 12 年 6 月 30 日以前に電気事業法（昭和 39 年法律第

170号）に基づき国の認可証又は合格証を取得した溶接施

工法。 

・平成 12 年 6 月 30 日以前に電気事業法（昭和 39 年法律第

170 号）に基づき国の認可証又は合格証を取得した溶接施

工法。 

 

・差異なし 

・平成 12 年 7 月 1 日から平成 25 年 7 月 7 日に，電気事業法

に基づく溶接事業者検査において，各設置者が技術基準へ

の適合性を確認した溶接施工法。 

・平成 12 年 7 月 1 日から平成 25 年 7 月 7 日に，電気事業法

に基づく溶接事業者検査において，各設置者が技術基準へ

の適合性を確認した溶接施工法。 

 

・差異なし 

・平成 25 年 7 月 8 日以降，核原料物質，核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号）に基

づき，各設置者が技術基準への適合性を確認した溶接施工

法。 

・平成 25 年 7 月 8 日以降，核原料物質，核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号）に基

づき，各設置者が技術基準への適合性を確認した溶接施工

法。 

 

・差異なし 

・前述と同等の溶接施工法として，核原料物質，核燃料物質

及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166号）

における他の施設にて，認可を受けたもの，溶接安全管理

検査，使用前事業者検査等で溶接施工法の確認を受けたも

の又は客観性を有する方法により確認試験が行われ判定

基準に適合しているもの。ここで，他の施設とは，加工施

設，試験研究用等原子炉施設，使用済燃料貯蔵施設，再処

理施設，特定第一種廃棄物埋設施設，特定廃棄物管理施設

をいう。 

・前述と同等の溶接施工法として，核原料物質，核燃料物質

及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166号）

における他の施設にて，認可を受けたもの，溶接安全管理

検査，使用前事業者検査等で溶接施工法の確認を受けたも

の又は客観性を有する方法により確認試験が行われ判定

基準に適合しているもの。ここで，他の施設とは，加工施

設，試験研究用等原子炉施設，使用済燃料貯蔵施設，再処

理施設，特定第一種廃棄物埋設施設，特定廃棄物管理施設

をいう。 

 

・差異なし 

② 溶接士の技能に関すること ② 溶接士の技能に関すること ・差異なし 

・溶接規格第3部 溶接士技能認証標準によって認定された

ものと同等と認められるものとして,技術基準解釈別記-5

に示されている溶接士が溶接を行う場合。 

・溶接規格第 3 部 溶接士技能認証標準によって認定された

ものと同等と認められるものとして，技術基準解釈別記-5

に示されている溶接士が溶接を行う場合。 

・差異なし 

 

・溶接規格第 3 部 溶接士技能認証標準に適合する溶接士

が，技術基準解釈別記-5 の有効期間内に溶接を行う場合。 

・溶接規格第 3 部 溶接士技能認証標準に適合する溶接士

が，技術基準解釈別記-5 の有効期間内に溶接を行う場合。 

 

・差異なし 

表 2－2 あらかじめ確認すべき事項（溶接施工法） 表 2－2 あらかじめ確認すべき事項（溶接施工法）  

検査項目 検査方法及び判定基準 

溶接施工

法の内容

確認 

計画している溶接施工法の内容が，技術

基準に適合する方法であることを確認す

る。 

検査項目 検査方法及び判定基準 

溶接施工

法の内容

確認 

計画している溶接施工法の内容が，技術

基準に適合する方法であることを確認す

る。 

・差異なし 



 

6 

青字：柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機(D/G HEAF)と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 

赤字：島根原子力発電所第 2 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 本資料のうち枠囲みの内容は，当社の機密事項に属すため，又は他社の機密事項を含む

可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機（D/G HEAF） 

設工認申請書 工事の方法（非常用電源設備）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 
備考 

材料確認 試験材の種類及び機械的性質が試験に適

したものであることを確認する。 

開先確認 試験をする上で，健全な溶接が施工でき

ることを確認する。 

溶接作業

中確認 
溶接施工法及び溶接設備等が計画どおり

のものであり，溶接条件等が溶接検査計

画書のとおりに実施されることを確認す

る。 

外観確認 試験材について，目視により外観が良好

であることを確認する。 

溶接後熱

処理確認 

溶接後熱処理の方法等が技術基準に基づ

き計画した内容に適合していることを確

認する。 

浸透探傷

試験確認 

技術基準に適合した試験の方法により浸

透探傷試験を行い，表面における開口し

た欠陥の有無を確認する。 

機械試験

確認 

溶接部の強度，延性及び靭性等の機械的

性質を確認するため，継手引張試験，曲げ

試験及び衝撃試験により溶接部の健全性

を確認する。 

断面検査

確認 

管と管板の取付け溶接部の断面につい

て，技術基準に適合する方法により目視

検査及びのど厚測定により確認する。 

（判定）＊ 以上の全ての工程において，技術基準に

適合していることが確認された場合，当

該溶接施工法は技術基準に適合するもの

とする。 

注記＊ ：（ ）は検査項目ではない。 

 

材料確認 試験材の種類及び機械的性質が試験に適

したものであることを確認する。 

開先確認 試験をする上で，健全な溶接が施工でき

ることを確認する。 

溶接作業

中確認 
溶接施工法及び溶接設備等が計画どおり

のものであり，溶接条件等が溶接検査計

画書のとおりに実施されることを確認す

る。 

外観確認 試験材について，目視により外観が良好

であることを確認する。 

溶接後熱

処理確認 

溶接後熱処理の方法等が技術基準に基づ

き計画した内容に適合していることを確

認する。 

浸透探傷

試験確認 

技術基準に適合した試験の方法により浸

透探傷試験を行い，表面における開口し

た欠陥の有無を確認する。 

機械試験

確認 

溶接部の強度，延性及び靭性等の機械的

性質を確認するため，継手引張試験，曲げ

試験及び衝撃試験により溶接部の健全性

を確認する。 

断面検査

確認 

管と管板の取付け溶接部の断面につい

て，技術基準に適合する方法により目視

検査及びのど厚測定により確認する。 

（判定）＊ 以上の全ての工程において，技術基準に

適合していることが確認された場合，当

該溶接施工法は技術基準に適合するもの

とする。 

注記＊：（ ）は検査項目ではない。 

 

表 2－3 あらかじめ確認すべき事項（溶接士） 表 2－3 あらかじめ確認すべき事項（溶接士）  

検査項目 検査方法及び判定基準 

溶接士の

試験内容

の確認 

検査を受けようとする溶接士の氏名，溶接

訓練歴等，及びその者が行う溶接施工法の

範囲を確認する。 

材料確認 試験材の種類及び機械的性質が試験に適し

たものであることを確認する。 

開先確認 試験をする上で，健全な溶接が施工できる

検査項目 検査方法及び判定基準 

溶接士の

試験内容

の確認 

検査を受けようとする溶接士の氏名，溶接

訓練歴等，及びその者が行う溶接施工法の

範囲を確認する。 

材料確認 試験材の種類及び機械的性質が試験に適し

たものであることを確認する。 

開先確認 試験をする上で，健全な溶接が施工できる

・差異なし 

 



 

7 

青字：柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機(D/G HEAF)と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 

赤字：島根原子力発電所第 2 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 本資料のうち枠囲みの内容は，当社の機密事項に属すため，又は他社の機密事項を含む

可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機（D/G HEAF） 

設工認申請書 工事の方法（非常用電源設備）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 
備考 

ことを確認する。 

溶接作業

中確認 

溶接士及びその溶接士が行う溶接作業が溶

接検査計画書のとおりであり，溶接条件が

溶接検査計画書のとおり実施されることを

確認する。 

外観確認 
目視により外観が良好であることを確認す

る。 

浸透探傷

試験確認 

技術基準に適合した試験の方法により浸透

探傷試験を行い，表面に開口した欠陥の有

無を確認する。 

機械試験

確認 

曲げ試験を行い，欠陥の有無を確認する。 

断面検査

確認 

管と管板の取付け溶接部の断面について，

技術基準に適合する方法により目視検査及

びのど厚測定により確認する。 

（判定）
＊ 

以上の全ての工程において，技術基準に適

合していることが確認された場合，当該溶

接士は技術基準に適合する技能を持った者

とする。 

注記＊ ：（ ）は検査項目ではない。 

 

ことを確認する。 

溶接作業

中確認 

溶接士及びその溶接士が行う溶接作業が溶

接検査計画書のとおりであり，溶接条件が

溶接検査計画書のとおり実施されることを

確認する。 

外観確認 
目視により外観が良好であることを確認す

る。 

浸透探傷

試験確認 

技術基準に適合した試験の方法により浸透

探傷試験を行い，表面に開口した欠陥の有

無を確認する。 

機械試験

確認 

曲げ試験を行い，欠陥の有無を確認する。 

断面検査

確認 

管と管板の取付け溶接部の断面について，

技術基準に適合する方法により目視検査及

びのど厚測定により確認する。 

（判定）＊ 以上の全ての工程において，技術基準に適

合していることが確認された場合，当該溶

接士は技術基準に適合する技能を持った者

とする。 

注記＊：（ ）は検査項目ではない。 

 

(2) 主要な耐圧部の溶接部に対して確認する事項 (2) 主要な耐圧部の溶接部に対して確認する事項  

発電用原子炉施設のうち技術基準第 17 条第 15 号，第 31

条，第 48 条第 1 項及び第 55条第 7 号の主要な耐圧部の溶接

部について，表 2－4 に示す検査を行う。 

また，以下の①又は②に限り，原子炉冷却材圧力バウンダ

リに属する容器に対してテンパービード溶接を適用するこ

とができ，この場合，テンパービード溶接方法を含む溶接施

工法の溶接部については，表 2－4 に加えて表 2－5に示す検

査を実施する。 

発電用原子炉施設のうち技術基準第 17 条第 15 号，第 31

条，第 48 条第 1 項及び第 55条第 7 号の主要な耐圧部の溶接

部について，表 2－4 に示す検査を行う。 

また，以下の①又は②に限り，原子炉冷却材圧力バウンダ

リに属する容器に対してテンパービード溶接を適用するこ

とができ，この場合，テンパービード溶接方法を含む溶接施

工法の溶接部については，表 2－4 に加えて表 2－5に示す検

査を実施する。 

 

・差異なし 

① 平成 19 年 12 月 5 日以前に電気事業法に基づき実施さ

れた検査において溶接後熱処理が不要として適合性が

確認された溶接施工法 

① 平成 19年 12月 5日以前に電気事業法に基づき実施され

た検査において溶接後熱処理が不要として適合性が確

認された溶接施工法 

 

・差異なし 



 

8 

青字：柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機(D/G HEAF)と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 

赤字：島根原子力発電所第 2 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 本資料のうち枠囲みの内容は，当社の機密事項に属すため，又は他社の機密事項を含む

可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機（D/G HEAF） 

設工認申請書 工事の方法（非常用電源設備）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 
備考 

 

② 以下の規定に基づく溶接施工法確認試験において，溶接

後熱処理が不要として適合性が確認された溶接施工法 

 

② 以下の規定に基づく溶接施工法確認試験において，溶接

後熱処理が不要として適合性が確認された溶接施工法 

 

・差異なし 

・平成 12 年 6 月以前に旧電気工作物の溶接に関する技術基

準を定める省令（昭和 45 年通商産業省令第 81 号）第 2 条

に基づき，通商産業大臣の許可を受けた特殊な溶接方法 

・平成 12 年 6 月以前に旧電気工作物の溶接に関する技術基

準を定める省令（昭和 45 年通商産業省令第 81 号）第 2 条

に基づき，通商産業大臣の許可を受けた特殊な溶接方法 

 

・差異なし 

・平成 12 年 7 月以降に，一般社団法人日本溶接協会又は一

般財団法人発電設備技術検査協会による確性試験による

適合性確認を受けた特殊な溶接方法 

・平成 12 年 7 月以降に，一般社団法人日本溶接協会又は一

般財団法人発電設備技術検査協会による確性試験による

適合性確認を受けた特殊な溶接方法 

 

・差異なし 

表 2－4 主要な耐圧部の溶接部に対して確認する事項 表 2－4 主要な耐圧部の溶接部に対して確認する事項  

検査項目 検査方法及び判定基準 

適用する溶接

施工法，溶接

士の確認 

適用する溶接施工法，溶接士につい

て，表 2－2 及び表 2－3 に示す適合確

認がなされていることを確認する。 

材料検査 溶接に使用する材料が技術基準に適

合するものであることを確認する。 

開先検査 開先形状，開先面の清浄及び継手面の

食違い等が技術基準に適合するもの

であることを確認する。 

溶接作業検査 あらかじめの確認において，技術基準

に適合していることが確認された溶

接施工法及び溶接士により溶接施工

しているかを確認する｡ 

熱処理検査 溶接後熱処理の方法，熱処理設備の種

類及び容量が，技術基準に適合するも

のであること，また，あらかじめの確

認において技術基準に適合している

ことを確認した溶接施工法の範囲に

より実施しているかを確認する。 

非破壊検査 

 

溶接部について非破壊試験を行い，そ

の試験方法及び結果が技術基準に適

合するものであることを確認する。 

機械検査 溶接部について機械試験を行い，当該

溶接部の機械的性質が技術基準に適

合するものであることを確認する。 

検査項目 検査方法及び判定基準 

適用する溶接

施工法，溶接

士の確認 

適用する溶接施工法，溶接士につい

て，表 2－2 及び表 2－3 に示す適合確

認がなされていることを確認する。 

材料検査 溶接に使用する材料が技術基準に適

合するものであることを確認する。 

開先検査 開先形状，開先面の清浄及び継手面の

食違い等が技術基準に適合するもの

であることを確認する。 

溶接作業検査 あらかじめの確認において，技術基準

に適合していることが確認された溶

接施工法及び溶接士により溶接施工

しているかを確認する｡ 

熱処理検査 溶接後熱処理の方法，熱処理設備の種

類及び容量が，技術基準に適合するも

のであること，また，あらかじめの確

認において技術基準に適合している

ことを確認した溶接施工法の範囲に

より実施しているかを確認する。 

非破壊検査 

 

溶接部について非破壊試験を行い，そ

の試験方法及び結果が技術基準に適

合するものであることを確認する。 

機械検査 溶接部について機械試験を行い，当該

溶接部の機械的性質が技術基準に適

合するものであることを確認する。 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機(D/G HEAF)と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 

赤字：島根原子力発電所第 2 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 本資料のうち枠囲みの内容は，当社の機密事項に属すため，又は他社の機密事項を含む

可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機（D/G HEAF） 

設工認申請書 工事の方法（非常用電源設備）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 
備考 

耐圧検査＊1 

 

規定圧力で耐圧試験を行い，これに耐

え，かつ，漏えいがないことを確認す

る。規定圧力で行うことが著しく困難

な場合は，可能な限り高い圧力で試験

を実施し，耐圧試験の代替として非破

壊試験を実施する。 

（外観の状況確認） 

溶接部の形状，外観及び寸法が技術基

準に適合することを確認する。 

（適合確認）
＊2 

以上の全ての工程において，技術基準

に適合していることが確認された場

合，当該溶接部は技術基準に適合する

ものとする。 

注記＊1：耐圧検査の方法について，表 2－4 によら

ない場合は，基本設計方針の共通項目とし

て定めた「材料及び構造等」の方針による

ものとする。 

＊2：（ ）は検査項目ではない。 

 

耐圧検査＊1 

 

規定圧力で耐圧試験を行い，これに耐

え，かつ，漏えいがないことを確認す

る。規定圧力で行うことが著しく困難

な場合は，可能な限り高い圧力で試験

を実施し，耐圧試験の代替として非破

壊試験を実施する。 

（外観の状況確認） 

溶接部の形状，外観及び寸法が技術基

準に適合することを確認する。 

（適合確認）
＊2 

以上の全ての工程において，技術基準

に適合していることが確認された場

合，当該溶接部は技術基準に適合する

ものとする。 

注記＊1 ：耐圧検査の方法について，表 2－4 によら

ない場合は，基本設計方針の共通項目とし

て定めた「材料及び構造等」の方針による

ものとする。 

＊2 ：（ ）は検査項目ではない。 

 

表 2－5 溶接施工した構造物に対して確認する事項 

（テンパービード溶接を適用する場合） 

表 2－5 溶接施工した構造物に対して確認する事項 

（テンパービード溶接を適用する場合） 

 

検
査
項
目 

検査方法及び判定基準 

同
種
材
の
溶
接 

クラ
ッド
材の
溶接 

異
種
材
の
溶
接 

バタリ
ング材
の溶
接 

材
料
検
査 

1. 中性子照射 1019nvt以上受ける設備を溶接
する場合に使用する溶接材料の銅含有量は，
0.10％以下であることを確認する。 

適
用 

適
用 

適
用 

適
用 

2. 溶接材料の表面は，錆，油脂付着及び汚れ
等がないことを確認する。 

適
用 

適
用 

適
用 

適
用 

開
先
検
査 

1. 当該施工部位は，溶接規格に規定する溶接
後熱処理が困難な部位であることを図面等
で確認する。 

適
用 

適
用 

適
用 

適
用 

2. 当該施工部位は，過去に当該溶接施工法と
同一又は類似の溶接後熱処理が不要な溶接
方法を適用した経歴を有していないことを
確認する。 

適
用 

適
用 

適
用 

適
用 

3. 溶接を行う機器の面は，浸透探傷試験又は
磁粉探傷試験を行い，これに合格することを
確認する。 

適
用 

適
用 

適
用 

適
用 

4. 溶接深さは，母材の厚さの2分の1以下であ
ること。 

適
用 － 

適
用 － 

5. 個々の溶接部の面積は650㎝2以下である
ことを確認する。 

適
用 

－ 適
用 

－ 

6. 適用する溶接施工法に，クラッド材の溶接
開先底部とフェライト系母材との距離が規
定されている場合は，その寸法が規定を満足

－ 適
用 

－ － 

検
査
項
目 

検査方法及び判定基準 
同種
材の
溶接 

クラ
ッド
材の
溶接 

異
種
材
の
溶
接 

バタリ
ング材
の溶
接 

材
料
検
査 

1. 中性子照射 1019nvt 以上受ける設備を溶接
する場合に使用する溶接材料の銅含有量は，
0.10％以下であることを確認する。 

適
用 

適
用 

適
用 

適
用 

2. 溶接材料の表面は，錆，油脂付着及び汚れ
等がないことを確認する。 

適
用 

適
用 

適
用 

適
用 

開
先
検
査 

1. 当該施工部位は，溶接規格に規定する溶接
後熱処理が困難な部位であることを図面等
で確認する。 

適
用 

適
用 

適
用 

適
用 

2. 当該施工部位は，過去に当該溶接施工法と
同一又は類似の溶接後熱処理が不要な溶接
方法を適用した経歴を有していないことを
確認する。 

適
用 

適
用 

適
用 

適
用 

3. 溶接を行う機器の面は，浸透探傷試験又は
磁粉探傷試験を行い，これに合格することを
確認する。 

適
用 

適
用 

適
用 

適
用 

4. 溶接深さは，母材の厚さの2分の1以下であ
ること。 

適
用 － 

適
用 － 

5. 個々の溶接部の面積は650㎝2以下である
ことを確認する。 

適
用 

－ 適
用 

－ 

6. 適用する溶接施工法に，クラッド材の溶接
開先底部とフェライト系母材との距離が規
定されている場合は，その寸法が規定を満足

－ 適
用 

－ － 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機(D/G HEAF)と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 

赤字：島根原子力発電所第 2 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 本資料のうち枠囲みの内容は，当社の機密事項に属すため，又は他社の機密事項を含む

可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機（D/G HEAF） 

設工認申請書 工事の方法（非常用電源設備）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 
備考 

 

していることを確認する。 

7. 適用する溶接施工法に，溶接開先部がフェ
ライト系母材側へまたがって設けられ，その
またがりの距離が規定されている場合は，そ
の寸法が規定を満足していることを確認す
る。 

－ － 
適
用 － 

溶
接
作
業
検
査 

自動ティグ溶接を適用する場合は，次によるこ
とを確認する。     

1. 自動ティグ溶接は，溶加材を通電加熱しな
い方法であることを確認する。 

適
用 

適
用 

適
用 

適
用 

2. 溶接は，適用する溶接施工法に規定された
方法に適合することを確認する。     

①各層の溶接入熱が当該施工法に規定する
範囲内で施工されていることを確認する。 

適
用 

適
用 

適
用 

適
用 

②2 層目端部の溶接は，1 層目溶接端の母材
熱影響部（1 層目溶接による粗粒化域）が
適切なテンパー効果を受けるよう，1 層目
溶接端と 2 層目溶接端の距離が 1mm から
5mm の範囲であることを確認する。 

適
用 

－ 適
用 

－ 

③予熱を行う溶接施工法の場合は，当該施工
法に規定された予熱範囲及び予熱温度を
満足していることを確認する。 

適
用 

適
用 

適
用 

適
用 

④当該施工法にパス間温度が規定されてい
る場合は，温度制限を満足していることを
確認する。 

適
用 

適
用 

適
用 

適
用 

⑤当該施工法に，溶接を中断する場合及び溶
接終了時の温度保持範囲と保持時間が規
定されている場合は，その規定を満足して
いることを確認する。 

適
用 

適
用 

適
用 

適
用 

⑥余盛り溶接は，1層以上行われていることを
確認する。 

適
用 － 

適
用 － 

⑦溶接後の温度保持終了後，最終層ビードの
除去及び溶接部が平滑となるよう仕上げ
加工されていることを確認する。 

適
用 － 

適
用 － 

非
破
壊
検
査 

溶接部の非破壊検査は，次によることを確認す
る。     

1. 1層目の溶接終了後，磁粉探傷試験又は浸
透探傷試験を行い，これに合格することを確
認する。 

適
用 － － － 

2. 溶接終了後の試験は，次によることを確認
する。     

①溶接終了後の非破壊試験は，室温状態で48
時間以上経過した後に実施していること
を確認する。 

適
用 

適
用 

適
用 

適
用 

②予熱を行った場合はその領域を含み，溶接
部は磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を行
い，これに合格することを確認する。 

適
用 

適
用 

適
用 

適
用 

③超音波探傷試験を行い，これに合格するこ
とを確認する。 

－ 適
用 

適
用 

－ 

④超音波探傷試験又は2層目以降の各層の磁
粉探傷試験若しくは浸透探傷試験を行い，
これに合格することを確認する。 

適
用 

－ － － 

⑤放射線透過試験又は超音波探傷試験を行
い，これに合格することを確認する。 

－ － － 適
用 

3. 温度管理のために取り付けた熱電対があ
る場合は，機械的方法で除去し，除去した面
に欠陥がないことを確認する。 

適
用 

適
用 

適
用 

適
用 

 
 

していることを確認する。 

7. 適用する溶接施工法に，溶接開先部がフェ
ライト系母材側へまたがって設けられ，その
またがりの距離が規定されている場合は，そ
の寸法が規定を満足していることを確認す
る。 

－ － 適
用 

－ 

溶
接
作
業
検
査 

自動ティグ溶接を適用する場合は，次によるこ
とを確認する。 

    

1. 自動ティグ溶接は，溶加材を通電加熱しな
い方法であることを確認する。 

適
用 

適
用 

適
用 

適
用 

2. 溶接は，適用する溶接施工法に規定された
方法に適合することを確認する。 

    

①各層の溶接入熱が当該施工法に規定する範
囲内で施工されていることを確認する。 

適
用 

適
用 

適
用 

適
用 

②2 層目端部の溶接は，1 層目溶接端の母材熱
影響部（1 層目溶接による粗粒化域）が適切
なテンパー効果を受けるよう，1 層目溶接
端と 2 層目溶接端の距離が 1mm から 5mm の
範囲であることを確認する。 

適
用 － 

適
用 － 

③予熱を行う溶接施工法の場合は，当該施工
法に規定された予熱範囲及び予熱温度を満
足していることを確認する。 

適
用 

適
用 

適
用 

適
用 

④当該施工法にパス間温度が規定されている
場合は，温度制限を満足していることを確
認する。 

適
用 

適
用 

適
用 

適
用 

⑤当該施工法に，溶接を中断する場合及び溶
接終了時の温度保持範囲と保持時間が規定
されている場合は，その規定を満足してい
ることを確認する。 

適
用 

適
用 

適
用 

適
用 

⑥余盛り溶接は，1層以上行われていることを
確認する。 

適
用 

－ 適
用 

－ 

⑦溶接後の温度保持終了後，最終層ビードの
除去及び溶接部が平滑となるよう仕上げ加
工されていることを確認する。 

適
用 

－ 適
用 

－ 

非
破
壊
検
査 

溶接部の非破壊検査は，次によることを確認す
る。 

    

1. 1層目の溶接終了後，磁粉探傷試験又は浸
透探傷試験を行い，これに合格することを確
認する。 

適
用 

－ － － 

2. 溶接終了後の試験は，次によることを確認
する。 

    

①溶接終了後の非破壊試験は，室温状態で48
時間以上経過した後に実施していることを
確認する。 

適
用 

適
用 

適
用 

適
用 

②予熱を行った場合はその領域を含み，溶接
部は磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を行
い，これに合格することを確認する。 

適
用 

適
用 

適
用 

適
用 

③超音波探傷試験を行い，これに合格するこ
とを確認する。 － 

適
用 

適
用 － 

④超音波探傷試験又は2層目以降の各層の磁
粉探傷試験若しくは浸透探傷試験を行い，
これに合格することを確認する。 

適
用 － － － 

⑤放射線透過試験又は超音波探傷試験を行
い，これに合格することを確認する。 － － － 

適
用 

3. 温度管理のために取り付けた熱電対があ
る場合は，機械的方法で除去し，除去した面
に欠陥がないことを確認する。 

適
用 

適
用 

適
用 

適
用 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機(D/G HEAF)と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 

赤字：島根原子力発電所第 2 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 本資料のうち枠囲みの内容は，当社の機密事項に属すため，又は他社の機密事項を含む

可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機（D/G HEAF） 

設工認申請書 工事の方法（非常用電源設備）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 
備考 

2.1.3 燃料体に係る検査 2.1.3 燃料体に係る検査  

燃料体については，以下(1)～(3)の加工の工程ごとに表 2

－6 に示す検査を実施する。なお，燃料体を発電用原子炉に

受け入れた後は，原子炉本体として機能又は性能に係る検査

を実施する。 

燃料体については，以下(1)～(3)の加工の工程ごとに表 2

－6 に示す検査を実施する。なお，燃料体を発電用原子炉に

受け入れた後は，原子炉本体として機能又は性能に係る検査

を実施する。 

 

・差異なし 

(1) 燃料材，燃料被覆材その他の部品については，組成，

構造又は強度に係る試験をすることができる状態になっ

た時 

(1) 燃料材，燃料被覆材その他の部品については，組成，構

造又は強度に係る試験をすることができる状態になった

時 

・差異なし 

(2) 燃料要素の加工が完了した時 (2) 燃料要素の加工が完了した時 

 

・差異なし 

(3) 加工が完了した時 (3) 加工が完了した時 

 

・差異なし 

また，燃料体については構造，強度又は漏えいに係る検査

を実施することにより，技術基準への適合性が確認できるこ

とから，構造，強度又は漏えいに係る検査の実施をもって工

事の完了とする。 

また，燃料体については構造，強度又は漏えいに係る検査

を実施することにより，技術基準への適合性が確認できるこ

とから，構造，強度又は漏えいに係る検査の実施をもって工

事の完了とする。 

 

・差異なし 

 表 2－6 構造，強度又は漏えいに係る検査（燃料体）＊ 表 2－6 構造，強度又は漏えいに係る検査（燃料体）＊  

検査項目 検査方法 
判定基

準 

(1)燃料材，燃
料 被 覆 材
そ の 他 の
部 品 の 化
学 成 分 の
分 析 結 果
の 確 認 そ
の 他 こ れ
ら の 部 品
の組成，構
造 又 は 強
度 に 係 る
検査 

 
(2)燃料要素

に 係 る 次
の検査 
①寸法検査 
②外観検査 

材 料
検査 

使用されてい
る材料の化学
成分，機械的強
度等が工事計
画のとおりで
あることを確
認する。 

設工認
のとお
りであ
る こ
と，技
術基準
に適合
するも
のであ
る こ
と。 

寸 法
検査 

主要寸法が工
事計画のとお
りであり，許容
寸法内である
ことを確認す
る。 

外 観
検査 

有害な欠陥等
がないことを
確認する。 

表 面
汚 染
密 度

表面に付着し
ている核燃料
物質の量が技

検査項目 検査方法 
判定基

準 

(1)燃料材，燃
料 被 覆 材
そ の 他 の
部 品 の 化
学 成 分 の
分 析 結 果
の 確 認 そ
の 他 こ れ
ら の 部 品
の組成，構
造 又 は 強
度 に 係 る
検査 

 
(2)燃料要素

に 係 る 次
の検査 
①寸法検査 
②外観検査 

材 料
検査 

使用されてい
る材料の化学
成分，機械的強
度等が工事計
画のとおりで
あることを確
認する。 

設工認
のとお
りであ
る こ
と，技
術基準
に適合
するも
のであ
る こ
と。 

寸 法
検査 

主要寸法が工
事計画のとお
りであり，許容
寸法内である
ことを確認す
る。 

外 観
検査 

有害な欠陥等
がないことを
確認する。 

表 面
汚 染
密 度

表面に付着し
ている核燃料
物質の量が技

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機(D/G HEAF)と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 

赤字：島根原子力発電所第 2 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 本資料のうち枠囲みの内容は，当社の機密事項に属すため，又は他社の機密事項を含む

可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機（D/G HEAF） 

設工認申請書 工事の方法（非常用電源設備）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 
備考 

③表面汚染
密度検査 
④溶接部の
非 破 壊 検
査 
⑤漏えい検
査（この
表 の (3)
③に掲げ
る検査が
行われる
場合を除
く。）  

 
(3)組み立て

ら れ た 燃
料 体 に 係
る 次 の 検
査 
①寸法検査 
②外観検査 
③漏えい検
査（この
表 の (2)
⑤に掲げ
る検査が
行われる
場合を除
く。） 

④質量検査 

検査 術基準の規定
を満足するこ
とを確認する。 

溶 接
部 の
非 破
壊 検
査 

溶接部の健全
性を非破壊検
査等により確
認する。 

漏 え
い 検
査 

漏えい試験に
おける漏えい
量が，技術基準
の規定を満足
することを確
認する。 

質 量
検査 

燃料集合体の
総質量が工事
計画のとおり
であり，許容値
内であること
を確認する。 

注記＊：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施
可能な検査を含む。 

 

③表面汚染
密度検査 
④溶接部の
非 破 壊 検
査 
⑤漏えい検
査（この
表 の (3)
③に掲げ
る検査が
行われる
場合を除
く。）  

 
(3)組み立て

ら れ た 燃
料 体 に 係
る 次 の 検
査 
①寸法検査 
②外観検査 
③漏えい検
査（この
表 の (2)
⑤に掲げ
る検査が
行われる
場合を除
く。） 

④質量検査 

検査 術基準の規定
を満足するこ
とを確認する。 

溶 接
部 の
非 破
壊 検
査 

溶接部の健全
性を非破壊検
査等により確
認する。 

漏 え
い 検
査 

漏えい試験に
おける漏えい
量が，技術基準
の規定を満足
することを確
認する。 

質 量
検査 

燃料集合体の
総質量が工事
計画のとおり
であり，許容値
内であること
を確認する。 

注記＊：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施
可能な検査を含む。 

 

2.2 機能又は性能に係る検査 2.2 機能又は性能に係る検査  

 機能又は性能を確認するため，以下のとおり検査を行う。 

ただし，表 2－1 の表中に示す検査により機能又は性能を

確認できる場合は,表 2－7，表 2－8 又は表 2－9 の表中に示

す検査を表 2－1 の表中に示す検査に替えて実施する。 

 

また，改造，修理又は取替えの工事であって，燃料体を挿

入できる段階又は臨界反応操作を開始できる段階と工事完

了時が同じ時期の場合，工事完了時として実施することがで

きる。 

構造，強度又は漏えいを確認する検査と機能又は性能を確

認する検査の内容が同じ場合は，構造，強度又は漏えいを確

機能又は性能を確認するため，以下のとおり検査を行う。 

ただし，表 2－1 の表中に示す検査により機能又は性能を

確認できる場合は，表 2－7，表 2－8 又は表 2－9 の表中に示

す検査を表 2－1 の表中に示す検査に替えて実施する。 

 

また，改造，修理又は取替えの工事であって，燃料体を挿

入できる段階又は臨界反応操作を開始できる段階と工事完

了時が同じ時期の場合，工事完了時として実施することがで

きる。 

構造，強度又は漏えいを確認する検査と機能又は性能を確

認する検査の内容が同じ場合は，構造，強度又は漏えいを確

【島根との差異】 

表現上の差異 

 

 

 

【島根との差異】 

表現上の差異 

 

 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機(D/G HEAF)と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 

赤字：島根原子力発電所第 2 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 本資料のうち枠囲みの内容は，当社の機密事項に属すため，又は他社の機密事項を含む

可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機（D/G HEAF） 

設工認申請書 工事の方法（非常用電源設備）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 
備考 

認する検査の記録確認をもって，機能又は性能を確認する検

査とすることができる。 

認する検査の記録確認をもって，機能又は性能を確認する検

査とすることができる。 

 

2.2.1 燃料体を挿入できる段階の検査 2.2.1 燃料体を挿入できる段階の検査  

発電用原子炉に燃料体を挿入することができる状態にな

ったとき表 2－7 に示す検査を実施する。 

発電用原子炉に燃料体を挿入することができる状態にな

ったとき表 2－7 に示す検査を実施する。 

 

・差異なし 

表 2－7 燃料体を挿入できる段階の検査＊ 表 2－7 燃料体を挿入できる段階の検査＊  

検査項目 検査方法 判定基準 

発電用原子

炉に燃料体

を挿入した

状態におい

て必要なも

のを確認す

る検査及び

工程上発電

用原子炉に

燃料体を挿

入する前で

なければ実

施できない

検査 

発電用原子炉に燃料体を挿

入するにあたり，核燃料物

質の取扱施設及び貯蔵施設

に係る機能又は性能を試運

転等により確認するほか，

発電用原子炉施設の安全性

確保の観点から，発電用原

子炉に燃料体を挿入した状

態において必要な工学的安

全施設，安全設備等の機能

又は性能を当該各系統の試

運転等により確認する。 

原子炉に燃

料体を挿入

するにあた

り，確認が

必要な範囲

について，

設工認のと

お り で あ

り，技術基

準に適合す

るものであ

ること。 

注記＊：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施

可能な検査を含む。 

 

検査項目 検査方法 判定基準 

発電用原子

炉に燃料体

を挿入した

状態におい

て必要なも

のを確認す

る検査及び

工程上発電

用原子炉に

燃料体を挿

入する前で

なければ実

施できない

検査 

発電用原子炉に燃料体を挿

入するにあたり，核燃料物

質の取扱施設及び貯蔵施設

に係る機能又は性能を試運

転等により確認するほか，

発電用原子炉施設の安全性

確保の観点から，発電用原

子炉に燃料体を挿入した状

態において必要な工学的安

全施設，安全設備等の機能

又は性能を当該各系統の試

運転等により確認する。 

原子炉に燃

料体を挿入

するにあた

り，確認が

必要な範囲

について，

設工認のと

お り で あ

り，技術基

準に適合す

るものであ

ること。 

注記＊：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施

可能な検査を含む。 

 

・差異なし 

2.2.2 臨界反応操作を開始できる段階の検査 2.2.2 臨界反応操作を開始できる段階の検査  

発電用原子炉の臨界反応操作を開始することができる状

態になったとき，表 2－8 に示す検査を実施する。 

発電用原子炉の臨界反応操作を開始することができる状

態になったとき，表 2－8 に示す検査を実施する。 

 

・差異なし 

表 2－8 臨界反応操作を開始できる段階の検査＊ 表 2－8 臨界反応操作を開始できる段階の検査＊  

検査項目 検査方法 判定基準 

発電用原子

炉が臨界に

達する時に

必要なもの

を確認する

発電用原子炉の出力を上げ

るにあたり，発電用原子炉

に燃料体を挿入した状態で

の確認項目として，燃料体

の炉内配置及び原子炉の核

原子炉の臨

界反応操作

を開始する

にあたり，

確認が必要

検査項目 検査方法 判定基準 

発電用原子

炉が臨界に

達する時に

必要なもの

を確認する

発電用原子炉の出力を上げ

るにあたり，発電用原子炉

に燃料体を挿入した状態で

の確認項目として，燃料体

の炉内配置及び原子炉の核

原子炉の臨

界反応操作

を開始する

にあたり，

確認が必要

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機(D/G HEAF)と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 

赤字：島根原子力発電所第 2 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 本資料のうち枠囲みの内容は，当社の機密事項に属すため，又は他社の機密事項を含む

可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機（D/G HEAF） 

設工認申請書 工事の方法（非常用電源設備）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 
備考 

検査及び工

程上発電用

原子炉が臨

界に達する

前でなけれ

ば実施でき

ない検査 

的特性等を確認する。また，

工程上発電用原子炉が臨界

に達する前でなければ機能

又は性能を確認できない設

備について，機能又は性能

を当該各系統の試運転等に

より確認する。 

な範囲につ

いて，設工

認のとおり

であり，技

術基準に適

合するもの

で あ る こ

と。 

注記＊：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施

可能な検査を含む。 

 

検査及び工

程上発電用

原子炉が臨

界に達する

前でなけれ

ば実施でき

ない検査 

的特性等を確認する。また，

工程上発電用原子炉が臨界

に達する前でなければ機能

又は性能を確認できない設

備について，機能又は性能

を当該各系統の試運転等に

より確認する。 

な範囲につ

いて，設工

認のとおり

であり，技

術基準に適

合するもの

で あ る こ

と。 

注記＊：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施

可能な検査を含む。 

 

2.2.3 工事完了時の検査 2.2.3 工事完了時の検査  

全ての工事が完了したとき，表 2－9 に示す検査を実施す

る。 

全ての工事が完了したとき，表 2－9 に示す検査を実施す

る。 

・差異なし 

表 2－9 工事完了時の検査＊ 表 2－9 工事完了時の検査＊  

検査項目 検査方法 判定基準 

発電用原子

炉の出力運

転時におけ

る発電用原

子炉施設の

総合的な性

能を確認す

る検査，その

他工事の完

了を確認す

るために必

要な検査 

工事の完了を確認するた

めに，発電用原子炉で発生

した蒸気を用いる施設の

試運転等により，当該各系

統の機能又は性能の最終

的な確認を行う。 

発電用原子炉の出力を上

げた状態における確認項

目として，プラント全体で

の最終的な試運転により

発電用原子炉施設の総合

的な性能を確認する。 

当 該 原 子

炉 施 設 の

供 用 を 開

始 す る に

あたり，原

子 炉 施 設

の 安 全 性

を 確 保 す

る た め に

必 要 な 範

囲 に つ い

て，設工認

の と お り

であり，技

術 基 準 に

適 合 す る

も の で あ

ること。 

注記＊：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施

可能な検査を含む。 

 

検査項目 検査方法 判定基準 

発電用原子

炉の出力運

転時におけ

る発電用原

子炉施設の

総合的な性

能を確認す

る検査，その

他工事の完

了を確認す

るために必

要な検査 

工事の完了を確認するた

めに，発電用原子炉で発生

した蒸気を用いる施設の

試運転等により，当該各系

統の機能又は性能の最終

的な確認を行う。 

発電用原子炉の出力を上

げた状態における確認項

目として，プラント全体で

の最終的な試運転により

発電用原子炉施設の総合

的な性能を確認する。 

当 該 原 子

炉 施 設 の

供 用 を 開

始 す る に

あたり，原

子 炉 施 設

の 安 全 性

を 確 保 す

る た め に

必 要 な 範

囲 に つ い

て，設工認

の と お り

であり，技

術 基 準 に

適 合 す る

も の で あ

ること。 

注記＊：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施

可能な検査を含む。 

 

・差異なし 

  2.3 基本設計方針検査 2.3 基本設計方針検査  
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機(D/G HEAF)と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 

赤字：島根原子力発電所第 2 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 本資料のうち枠囲みの内容は，当社の機密事項に属すため，又は他社の機密事項を含む

可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機（D/G HEAF） 

設工認申請書 工事の方法（非常用電源設備）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 
備考 

基本設計方針のうち「構造，強度又は漏えいに係る検査」

及び「機能又は性能に係る検査」では確認できない事項につ

いて，表 2－10 に示す検査を実施する。 

基本設計方針のうち「構造，強度又は漏えいに係る検査」

及び「機能又は性能に係る検査」では確認できない事項につ

いて，表 2－10 に示す検査を実施する。 

 

・差異なし 

表 2－10 基本設計方針検査 表 2－10 基本設計方針検査  

検査項目 検査方法 判定基

準 

基本設計方

針検査 

基本設計方針のうち表 2－1，表

2－6，表 2－7，表 2－8，表 2－

9 では確認できない事項につい

て，基本設計方針に従い工事が

実施されたことを工事中又は工

事完了時における適切な段階で

確認する。 

「 基 本

設 計 方

針」のと

お り で

あ る こ

と。 

 

検査項目 検査方法 判定基

準 

基本設計方

針検査 

基本設計方針のうち表 2－1，表

2－6，表 2－7，表 2－8，表 2－

9 では確認できない事項につい

て，基本設計方針に従い工事が

実施されたことを工事中又は工

事完了時における適切な段階で

確認する。 

「 基 本

設 計 方

針」のと

お り で

あ る こ

と。 

 

【島根との差異】 

①基本設計方針検査対象の差異：6 号機

は，表 2-6 で基本設計方針のうち適合性

確認対象に対して実施可能な検査を含ん

でいることから，表 2-6 で確認できない

事項については基本設計方針検査を実施

する整理としている。 

2.4 品質マネジメントシステムに係る検査 2.4 品質マネジメントシステムに係る検査  

実施した工事が，「設計及び工事に係る品質マネジメント

システム」に記載したプロセス，「1. 工事の手順」並びに

「2. 使用前事業者検査の方法」のとおり行われていること

の実施状況を確認するとともに，使用前事業者検査で記録確

認の対象となる工事の段階で作成される製造メーカ等の記

録の信頼性を確保するため，表2－11に示す検査を実施する。 

実施した工事が，「設計及び工事に係る品質マネジメント

システム」に記載したプロセス，「1. 工事の手順」並びに

「2. 使用前事業者検査の方法」のとおり行われていること

の実施状況を確認するとともに，使用前事業者検査で記録確

認の対象となる工事の段階で作成される製造メーカ等の記

録の信頼性を確保するため，表 2－11に示す検査を実施する。 

 

・差異なし 

表 2－11 品質マネジメントシステムに係る検査 

検査項目 検査方法 判定基準 

品質マネジメ

ントシステム

に係る検査 

工事が設工認の「工事の方

法」及び「設計及び工事に係

る品質マネジメントシステ

ム」に示すプロセスのとお

り実施していることを品質

記録や聞取り等により確認

する。この確認には，検査に

おける記録の信頼性確認と

して，基となる記録採取の

管理方法の確認やその管理

方法の遵守状況の確認を含

む。 

設工認で示

す「設計及

び工事に係

る品質マネ

ジメントシ

ステム」及

び「工事の

方法」のと

おりに工事

管理が行わ

れているこ

と。 

表 2－11 品質マネジメントシステムに係る検査 

検査項目 検査方法 判定基準 

品質マネジメ

ントシステム

に係る検査 

工事が設工認の「工事の方

法」及び「設計及び工事に係

る品質マネジメントシステ

ム」に示すプロセスのとお

り実施していることを品質

記録や聞取り等により確認

する。この確認には，検査に

おける記録の信頼性確認と

して，基となる記録採取の

管理方法の確認やその管理

方法の遵守状況の確認を含

む。 

設工認で示

す「設計及

び工事に係

る品質マネ

ジメントシ

ステム」及

び「工事の

方法」のと

おりに工事

管理が行わ

れているこ

と。 

 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機(D/G HEAF)と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 

赤字：島根原子力発電所第 2 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 本資料のうち枠囲みの内容は，当社の機密事項に属すため，又は他社の機密事項を含む

可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機（D/G HEAF） 

設工認申請書 工事の方法（非常用電源設備）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 
備考 

3. 工事上の留意事項 3. 工事上の留意事項  

3.1 設置又は変更の工事に係る工事上の留意事項 3.1 設置又は変更の工事に係る工事上の留意事項  

発電用原子炉施設の設置又は変更の工事並びに主要な耐

圧部の溶接部における工事の実施にあたっては，発電用原子

炉施設保安規定を遵守するとともに，従事者及び公衆の安全

確保や既設の安全上重要な機器等への悪影響防止等の観点

から，以下に留意し工事を進める。 

発電用原子炉施設の設置又は変更の工事並びに主要な耐

圧部の溶接部における工事の実施にあたっては，発電用原子

炉施設保安規定を遵守するとともに，従事者及び公衆の安全

確保や既設の安全上重要な機器等への悪影響防止等の観点

から，以下に留意し工事を進める。 

 

・差異なし 

a. 設置又は変更の工事を行う発電用原子炉施設の機器等

について，周辺資機材，他の発電用原子炉施設及び環境

条件からの悪影響や劣化等を受けないよう，隔離，作業

環境維持，異物侵入防止対策等の必要な措置を講じる。 

 

a. 設置又は変更の工事を行う発電用原子炉施設の機器等

について，周辺資機材，他の発電用原子炉施設及び環境

条件からの悪影響や劣化等を受けないよう，隔離，作業

環境維持，異物侵入防止対策等の必要な措置を講じる。 

 

・差異なし 

b. 工事にあたっては，既設の安全上重要な機器等へ悪影響

を与えないよう，現場状況，作業環境及び作業条件を把

握し，作業に潜在する危険性又は有害性や工事用資機材

から想定される影響を確認するとともに，隔離，火災防

護，溢水防護，異物侵入防止対策，作業管理等の必要な

措置を講じる。 

 

b. 工事にあたっては，既設の安全上重要な機器等へ悪影響

を与えないよう，現場状況，作業環境及び作業条件を把

握し，作業に潜在する危険性又は有害性や工事用資機材

から想定される影響を確認するとともに，隔離，火災防

護，溢水防護，異物侵入防止対策，作業管理等の必要な

措置を講じる。 

 

・差異なし 

c. 設置又は変更の工事を行う発電用原子炉施設の機器等

について，必要に応じて，供用後の施設管理のための重

要なデータを採取する。 

 

c. 設置又は変更の工事を行う発電用原子炉施設の機器等

について，必要に応じて，供用後の施設管理のための重

要なデータを採取する。 

 

・差異なし 

d. プラントの状況に応じて，検査・試験，試運転等の各段

階における工程を管理する。 

 

d. プラントの状況に応じて，検査・試験，試運転等の各段

階における工程を管理する。 

 

・差異なし 

e. 設置又は変更の工事を行う発電用原子炉施設の機器等

について，供用開始後に必要な機能性能を発揮できるよ

う製造から供用開始までの間，維持する。 

 

e. 設置又は変更の工事を行う発電用原子炉施設の機器等

について，供用開始後に必要な機能性能を発揮できるよ

う製造から供用開始までの間，維持する。 

 

・差異なし 

f. 放射性廃棄物の発生量低減に努めるとともに，その種類

に応じて保管及び処理を行う。 

f. 放射性廃棄物の発生量低減に努めるとともに，その種類

に応じて保管及び処理を行う。 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機(D/G HEAF)と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 

赤字：島根原子力発電所第 2 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 本資料のうち枠囲みの内容は，当社の機密事項に属すため，又は他社の機密事項を含む

可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機（D/G HEAF） 

設工認申請書 工事の方法（非常用電源設備）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 
備考 

g. 現場状況，作業環境及び作業条件を把握し，放射線業務

従事者に対して防護具の着用や作業時間管理等適切な

被ばく低減措置と，被ばく線量管理を行う。また，公衆

の放射線防護のため，気体及び液体廃棄物の放出管理に

ついては，周辺監視区域外の空気中・水中の放射性物質

濃度が「線量限度等を定める告示」に定める値を超えな

いようにするとともに，放出管理目標値を超えないよう

に努める。 

 

g. 現場状況，作業環境及び作業条件を把握し，放射線業務

従事者に対して防護具の着用や作業時間管理等適切な

被ばく低減措置と，被ばく線量管理を行う。また，公衆

の放射線防護のため，気体及び液体廃棄物の放出管理に

ついては，周辺監視区域外の空気中・水中の放射性物質

濃度が「線量限度等を定める告示」に定める値を超えな

いようにするとともに，放出管理目標値を超えないよう

に努める。 

 

・差異なし 

h. 修理の方法は，基本的に「図 1－1 工事の手順と使用前

事業者検査のフロー（燃料体を除く）」の手順により行

うこととし，機器等の全部又は一部について，撤去，切

断，切削又は取外しを行い，据付け，溶接又は取付け，

若しくは同等の方法により，同等仕様又は性能・強度が

改善されたものに取替えを行う等，機器等の機能維持又

は回復を行う。また，機器等の一部撤去，一部撤去の既

設端部について閉止板の取付け，蒸気発生器，熱交換器

又は冷却器の伝熱管への閉止栓取付け若しくは同等の

方法により適切な処置を実施する。 

h. 修理の方法は，基本的に「図 1－1 工事の手順と使用前

事業者検査のフロー（燃料体を除く）」の手順により行う

こととし，機器等の全部又は一部について，撤去，切断，

切削又は取外しを行い，据付け，溶接又は取付け，若し

くは同等の方法により，同等仕様又は性能・強度が改善

されたものに取替えを行う等，機器等の機能維持又は回

復を行う。また，機器等の一部撤去，一部撤去の既設端

部について閉止板の取付け，熱交換器又は冷却器の伝熱

管への閉止栓取付け若しくは同等の方法により適切な

処置を実施する。 

②記載の適正化（「蒸気発生器」は 6 号機

には有していないため記載を削除する。

なお，令和 5 年 9 月 4 日に補正した申請

書では修正前のため記載が残っており，

次回補正時に記載を修正する。） 

i. 特別な工法を採用する場合の施工方法は，技術基準に適

合するよう，安全性及び信頼性について必要に応じ検証

等により十分確認された方法により実施する。 

 

i. 特別な工法を採用する場合の施工方法は，技術基準に適

合するよう，安全性及び信頼性について必要に応じ検証

等により十分確認された方法により実施する。 

 

・差異なし 

3.2 燃料体の加工に係る工事上の留意事項 3.2 燃料体の加工に係る工事上の留意事項  

燃料体の加工に係る工事の実施にあたっては，以下に留意

し工事を進める。 

 

燃料体の加工に係る工事の実施にあたっては，以下に留意

し工事を進める。 

 

・差異なし 

a. 工事対象設備について，周辺資機材，他の加工施設及び

環境条件から波及的影響を受けないよう，隔離等の必要

な措置を講じる。 

 

a. 工事対象設備について，周辺資機材，他の加工施設及び

環境条件から波及的影響を受けないよう，隔離等の必要

な措置を講じる。 

 

・差異なし 

b. 工事を行うことにより，他の供用中の加工施設が有する

安全機能に影響を与えないよう，隔離等の必要な措置を

b. 工事を行うことにより，他の供用中の加工施設が有する

安全機能に影響を与えないよう，隔離等の必要な措置を

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機(D/G HEAF)と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 

赤字：島根原子力発電所第 2 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 本資料のうち枠囲みの内容は，当社の機密事項に属すため，又は他社の機密事項を含む

可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機（D/G HEAF） 

設工認申請書 工事の方法（非常用電源設備）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 
備考 

講じる。 

 

講じる。 

 

c. 工事対象設備について，必要に応じて，供用後の施設管

理のための重要なデータを採取する。 

 

c. 工事対象設備について，必要に応じて，供用後の施設管

理のための重要なデータを採取する。 

 

・差異なし 

d. 加工施設の状況に応じて，検査・試験等の各段階におけ

る工程を維持する。 

 

d. 加工施設の状況に応じて，検査・試験等の各段階におけ

る工程を維持する。 

 

・差異なし 

e. 工事対象設備について，供用開始後に必要な機能性能を

発揮できるよう維持する。 

 

e. 工事対象設備について，供用開始後に必要な機能性能を

発揮できるよう維持する。 

 

・差異なし 

f. 放射性廃棄物の発生量低減に努めるとともに，その種類

に応じて保管及び処理を行う。 

 

f. 放射性廃棄物の発生量低減に努めるとともに，その種類

に応じて保管及び処理を行う。 

 

・差異なし 

g. 放射線業務従事者に対する適切な被ばく低減措置と，被

ばく線量管理を行う。 

 

g. 放射線業務従事者に対する適切な被ばく低減措置と，被

ばく線量管理を行う。 

 

・差異なし 



 

19 

青字：柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機(D/G HEAF)と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 

赤字：島根原子力発電所第 2 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 本資料のうち枠囲みの内容は，当社の機密事項に属すため，又は他社の機密事項を含む

可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機（D/G HEAF） 

設工認申請書 工事の方法（非常用電源設備）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 
備考 

 
 

  
 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機(D/G HEAF)と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 

赤字：島根原子力発電所第 2 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 本資料のうち枠囲みの内容は，当社の機密事項に属すため，又は他社の機密事項を含む

可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機（D/G HEAF） 

設工認申請書 工事の方法（非常用電源設備）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 
備考 

 
 

  
 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機(D/G HEAF)と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 

赤字：島根原子力発電所第 2 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機との差異 本資料のうち枠囲みの内容は，当社の機密事項に属すため，又は他社の機密事項を含む

可能性があるため公開できません。 

島根原子力発電所 第 2 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機（D/G HEAF） 

設工認申請書 工事の方法（非常用電源設備）（変更前） 

柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 

設工認申請書 工事の方法（原子炉本体）（変更前） 
備考 

 
 

   
 

・差異なし 

 

 

 


